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みんなでつくる
心の地域包括ケアシステム

福島県

福島県では・・・
●『福島県精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進連絡会（以下、県の協
議の場）』及び圏域ごとの協議の場を中心に、関係機関のネットワークづくりを実施
してきました。県の協議の場では、精神保健福祉法の改正を受け、相談支援体制の整
備等に向けて取り組んでいます。

●H30年度からは、精神保健福祉センターにおいてアウトリーチ事業を開始し、地域の
ネットワーク構築や支援力向上を図っています。

●この他、ピアサポーターの養成や活動推進に力を入れており、R元年度よりピアサ
ポーターと意見交換の機会をつくりながら事業を進めています。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業
自治体情報シート（R６年度）
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福島県

１１ 県、指定都市、中核市、特別区の基礎情報県、指定都市、中核市、特別区の基礎情報

基本情報（都道府県等情報）

福島県

【取組内容】

①協議の場

②地域移行関係職員に対する研修

③普及啓発事業

④ピアサポーターの活用に係る事業

⑤家族支援に係る事業

⑥精神障がい者アウトリーチ推進事業

⑦精神科病院入院患者地域移行マッチング事業
／
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
の構築に向けた保健・医療・福祉関係者によ
る協議の場の設置状況（R５年11月時点）
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22 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）
福島県
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22 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

福島県
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22 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

福島県

【関連事業：精神障がい者アウトリーチ推進事業】
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22 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

福島県

【関連事業：精神科病院入院患者地域移行マッチング事業】
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内 容R5R4R3R2R1H30H29H28H27

・実施主体：障がい福祉課（委託事業）、開催回数：３回
・参集者：各圏域から医療、福祉、行政など約30名
・R1年度～「にも包括」の県の協議の場となった。
・R3年度～「地域アセスメント」を実施。
・R6年度～法改正による市町村の相談支援体制につい

て検討を開始。

・福島県精神障
害にも対応した
地域包括ケア
システム構築
推進連絡会

・圏域の協議の
場

・実施主体：保健福祉事務所
・H30年～R1年に各圏域に「にも包括」協議の場を設置。
位置づけや検討内容は、地域の実情に応じて実施。

・実施主体：保健福祉事務所
・圏域の課題に応じた研修を実施。
・R6～「心のサポーター」養成を開始

・地域移行関係
職員に対する
研修
・普及啓発事業

・ピアサポー
ター関連事業

・実施主体：障がい福祉課（委託事業）

・実施主体：精神保健福祉センター
・H26年度～ピアサポーター登録制度を開始。
ピア活動促進に関する事業を実施。

・実施主体：精神保健福祉センター
・活動範囲：県内全域

・精神障がい者
アウトリーチ推
進事業 ・実施主体：障がい福祉課 （委託事業）

・活動範囲：相双地域

（圏域連絡会等）

（保健型）

（震災対応型）

（養成研修）

（体制整備）

(検討会・全体会)（検討会）

（理解促進研修、圏域ネットワーク強化研修）

３３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

福島県

（協議の場）
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福島県

４４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する取組の成果・効果精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する取組の成果・効果

＜昨年度までの成果・効果＞

具体的な成果・効果実績値
（昨年度末）

目標値
（昨年度当初）

課題解決の達成度を測る指標

圏域ごとに包括ケアシステムの構築に向け
て、取り組む課題の整理・抽出を行った。

課題の整理、
抽出

課題分析①圏域ごとの地域課題の整理

ピアサポーターの登録数増加
R6年3月：86人
R5年3月：69人
R4年3月：66人

１回開催未開催②ピアサポーター養成講座の開催
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福島県

５５ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題

【特徴（強み）】
○県及び圏域の協議の場について、保健、医療、福祉の関係者の参加が得られている。
○アウトリーチ事業の実施により、地域の支援力向上だけでなく、地域課題の把握にも繋がっている。
○ピアサポーターが地域における活動に協力的である。

課題・方針に対する役割（取組）課題解決に向けた取組方針課題

自治体の現状について把握し、取組の検討を行う。行政

市町村の相談体制を把握し、必要な取
組について検討する。

法改正による市町村の精神
保健相談体制の整備

行政とともに、相談体制の構築について検討する。医療

行政とともに、相談体制の構築について検討する。福祉

行政とともに、相談体制の構築について検討する。その他関係機関・住民等

企画立案、養成講座等を実施する。（委託）行政

養成講座を開催するとともに、登録後
の活動について、関係者と検討を進め
る。

ピアサポーターの活動の場
の拡大 対象者の選定、養成講座開催周知等の協力医療

対象者の選定、養成講座開催周知等の協力福祉

行政とともに企画立案、養成講座等を実施する。その他関係機関・住民等

※指標設定が困難な場合は、代替指標や定性的な文言でも構いません。

見込んでいる成果・効果目標値
（今年度末）

現状値
（今年度当初）

課題解決の達成度を測る指標

現状の把握及び、必要な取組の検討調査の実施－①市町村における相談体制の把握

ピアサポーター数の増加開催未開催②ピアサポーター養成講座の開催
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福島県

６６ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための連携状況精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための連携状況

【にも包括構築の体制】
保健、医療、福祉関係者から構成される県の協議の場において、圏域の取組状況の共有等や、県の施策等に係る意見交換
を実施。

所管部署における主な業務所管部署名

障がい福祉サービス、自殺対策、心
のケア

障がい福祉課

※各部門の状況はできるだけ詳しく記載ください

連携部署における主な業務連携部署名

医療計画を所管地域医療課

強み・課題等各部門の連携状況

各圏域ごとに保健所等が協議の中で中心的な役割を
担い取り組んでいる。保健

各圏域ごとの協議の場に参画し、ともに地域課題の検
討等実施している。医療

各圏域ごとの協議の場に参画し、ともに地域課題の検
討等実施している。福祉

その他関係機関・住民等
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福島県

７７ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場の実施状況精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場の実施状況

【その他事項】 ※協議の場運営における課題や悩んでいる点、アドバイザーに相談したい事項など、自由に記載ください

特記事項等（課題・
強み等）

実施内容開催頻度協議の場の構成員名称

以下の項目について、関係者と取組の共有、意
見交換等を実施する。
（１）包括ケアシステムの構築状況の評価に係る
事項（構築状況の実態把握等）
（２）普及啓発に係る事項
（３）住まいの確保や居住支援に係る事項
（４）当事者・家族等の活動支援及びピアサポー
トの活用に係る事項
（５）障がい者等の地域生活支援に係る事項
（６）地域生活支援関係者等に対する研修に係
る事項
（７）市町村等における相談支援体制の構築支
援に係る事項
（８）入院者訪問支援事業に係る事項

年３回

・医療機関（精神保健福祉士
等）

・福祉関係（相談支援専門員、
福祉事業所スタッフ等）

・行政機関（本庁、精神保健
福祉センター、保健福祉事務
所、中核市担当）

福島県精神障害に
も対応した地域包括
ケアシステム構築推
進連絡会

－今後検討

精神障害にも対応し
た地域包括ケアシ
ステム構築推進会
議

圏域ごとに関係機関のネットワークを強
化するための協議または研修会を行う。

年１回

実施主体：各保健福祉事務所

対象者：各圏域の精神科医療
スタッフ、地域援助事業所職
員、行政職員等

精神障がい者地域
移行・地域定着圏域
ネットワーク強化研
修
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福島県

８８
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
スケジュール（今年度）
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
スケジュール（今年度）

具体的な取組実施内容時期（月）

調査方法の検討

・アンケート調査実施
・聞き取り調査実施

第1回連絡会
活動内容の確認等

第2回連絡会
調査結果の確認、分析
研修の実施

第3回連絡会
調査結果のまとめ

R6年12月

R7年1月

R7年2月

R7年3月

・市町村の精神保健の相談体制整備に向けて、現状把握及び必要な取組の検討を行う。
短期目標
（今年度）

アンケート等の調査を実施し、現状について把握する。
スモール
ステップ


